
茨城県社会保険労務士会の「労働紛争解決相談員研修」
において、労働局職員が説明を実施しました！

令和６年１月 23 日

茨城県社会保険労務士会（木村 薫 会長）にて、会員の資質向上を目的とした研修を実施し
ており、今般はあっせん委員候補者及び総合労働相談所相談員を対象とした研修を水戸市民会館で
実施しました。

茨城労働局 雇用環境・均等室からは「労働局における個別労働紛争解決制度の現況と今後の
課題」について統計データや事例を交え説明するとともに、「同一労働同一賃金」（「パートタイム・有期
雇用労働法」）について相談・指導の状況、法律の概要、本年度の政府方針を踏まえた取組につい
て説明しました。

茨城労働局では引き続き、各種団体と連携し、あらゆる機会を通じて各種制度・関係法令等につい
て周知啓発に努めてまいります。

【お問い合わせ先】
➢個別労働紛争解決制度及びパートタイム・有期雇用労働法（同一労働同一賃金）について

雇用環境・均等室 ℡：029-277-8295

フォトレポート

▲労働局における個別労働解決制度の現状と今後の課題について説明する
雇用環境・均等室 職員

▲研修会開会に先立ち、挨拶をされる 茨城県社会保険労務士会
江尻 労働紛争解決センター長

▲パートタイム・有期雇用労働法について説明する
雇用環境・均等室 職員 ▲研修の様子


